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片瀬海岸地下駐車場 保守点検・場内清掃業務参考仕様書 
01 自家用電気工作物保守点検業務 参考仕様書 
 

１  業務の目的 

本業務は、片瀬海岸地下駐車場に設置された自家用電気工作物施設に対して、本仕様書およ

び関係法令等に従い点検を行い、その結果を関係機関へ報告することで、当該設備を良好な状

態に維持することを目的とする。 

 

２  対象設備 

本業務における保守点検の対象設備は自家用電気工作物とし、明細は、表2-1のとおりとする。 
 

表2-1 自家用電気工作物設備一覧 

名  称 型  式 規  格 台数 設置箇所 メーカー 

受配電設備 高圧引込盤・高圧受電

盤、配電盤、照明等 

受電電圧6,600V 

設備容量700kVA 
１ 電気室（B1F） 新日電機 

非常用発電機 立形・水冷・直接噴射

式 

定格出力353kVA 

発電電圧200V 
１ 電気室（B1F） 新日電機 

蓄電池装置 蓄電池・充電装置等 MSEX-150 １ 電気室（B1F） GSユアサ 

※設備の設置箇所等の詳細については、別添図面を参照 

 

３  業務概要 

（１）保守点検等の頻度・内容 

  前述の対象設備に対し、以下の点検を行う。 

①定期巡視点検･･･隔月１回 

以下の項目について、外観点検を行う。 

・ 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無 

・ 電線とそれ以外の物との離隔距離の適否 

・ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無 

・ 接地線等の保安装置の取付け状態 

       また、外観点検に加え、電圧・負荷電流測定および漏洩電流測定を行う。 

 

②年次点検･･･年１回〔停電により設備を停止状態にしたうえで点検を実施する（定期巡視

点検を含む）。〕 

定期巡視点検の項目に加え、以下の内容の確認を行う。 

・ 低圧電路の絶縁抵抗が、電気設備に関する技術基準を定める省令第58条で規定され 

た値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁された状態であること 

・ 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第17条に規定された値以下であること 

・ 保護継電器の動作特性試験および保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常 

 であること 

・ 非常用予備発電装置が停電時に自動的に起動し、送電後に停止すること並びに非常 

 用予備発電装置の発電電圧および発電電圧周波数（回転数）が正常であること。 

・ 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。 

・ 変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整

器、整流器、開閉器、遮断機、中性点抵抗器、避雷器及びＯＦケーブルが、ＰＣＢ管

理標準実施要領Ⅱ．２．（１）に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該

当するかどうかを確認すること。 

※点検、測定および試験項目は上記のほか、別表１「点検、測定及び試験の基準」に

示すとおりとする 

 

４  業務体制 

（１）業務体制の確立 

作業責任者、作業技術員及び作業技術員補をもって業務体制を組織する。 
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①作業責任者 

業務全般の技術上の管理を行い、自家用電気工作物の点検及び測定業務について、発注

者及び電気主任技術者と密接な連絡をとりながら、作業の総合的な指導・監督等を行うも

のとする。 

  ②作業技術員 

作業技術員は､設備の点検及び測定業務について、作業責任者の指示に従って作業を行うも

のとする。 

  ③作業技術員補 

作業技術員補は、作業責任者並びに作業技術員の指示に従って作業を行うものとする。 

（２）従事者の資格 

業務を行う者は、作業の内容に応じて次の資格を有する者とし、法令による業務又は準じる業

務を行う資格が定められている場合は、当該の資格を有する者が業務を行うこと。 

  ①作業責任者 

電気主任技術者免状を有する者、若しくはこれと同等以上の経験と技術を有する者 

とし、実務経験が３年以上の者を選任する。 

②作業技術員 

第２種電気工事士免状を有する者、若しくはこれと同等以上の経験と技術を有する者を

選任する。 

③作業技術員補 

事業用電気工作物の点検及び受変電設備等の清掃業務に関する実務経験がある者を選任す

る。 

 

５  留意事項 

（１）業務計画書等の作成 

①業務計画書等の提出 

本作業に先立ち、業務を適正に実施するため必要な事項を記載した作業体制表・作業工

程表及び作業手順書等の業務計画書を事前に提出し、発注者の承認を受けた後、着工する

こと。 

②従事者の届出 

業務の実施にあたり、作業責任者・作業技術員及び作業技術員補を定め、作業責任者の業務

経歴書及び従事者名簿を事前に提出すること。 

③報告書の提出 

定期巡視点検及び精密点検測定の報告書は、業務終了後すみやかに作成し、不良箇所がある

ときはその部分を朱書として提出すること。なお、報告書には単線結線図を付加すること。 

（２）点検業務に関する共通事項 

  定期巡視点検及び年次点検測定業務において、次の事項に留意し作業を実施するものとする。 

①作業責任者は、業務の実施に先立ち、常に以下のことを行うこと。 

    ・ 業務を行ううえで、発注者及び電気主任技術者と協議した事項及び指示事項の確認 

   ・ 業務に関する記録の確認及び検討 

   ・ 作業員に対する業務計画書に基づいた作業指示 

   ・ 業務を行う作業員に対する業務上の安全対策等の周知徹底 

②安全管理、危険防止等 

業務の実施に当たっては、労働安全衛生法、同施行令、同規則、その他災害防止関係法令 

の定めるところにより、常に安全管理に必要な措置を講じ、労働災害発生の防止に努めなけ

ればならない。 

③絶縁用防護具・保護具の使用     

高圧近接作業を行う場合は、労働安全衛生規則に定めるとおり定期的に検査し合格した

絶縁用防護具・保護具を使用しなければならない。 

④危険防止の処置 

・ 業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には安全処置を講じ事故の

防止に努めること。 

・ 業務を行う場所、若しくはその周辺に第三者が立ち入るおそれがある場合には、速やか
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に発注者に報告し危険防止に必要な処置を講じ、事故発生を防止すること。 

・ 業務履行にあたり、危害あるいは損害を与えた場合、若しくはその恐れがある場合に

は、直ちに必要な処置を講じ、迅速に発注者、若しくは指定技術者に連絡すること。 

  ⑤その他 

作業の際に取り付けられた作業接地及び配線類の箇所に、実施内容を表示すること。なお、

終了時には、取り外した状況を複数で確認し、通常使用時の状況に戻すこと。 

（３）破損及び損害賠償 

①養生その他 

作業中に既存建物及び工作物等に対して損傷を生じさせないように養生を施すものとし、損

傷を与えた場合は、受託者の責任において原形復旧するものとする。ただし、受託者の責に帰

さない事由による損害は除く。 

②損害賠償 

業務遂行上故意又は過失によって委託者や第三者に与えた損害（感電、点検に伴う機器の

損傷、停電による業務の障害等）については、受託者の責任において損害を賠償すること。 

（４）補修及び修理等 

・ 補修及び修理等で、材料を伴わない軽微なものについては、点検中に対応を行うものと

する。 

・ 点検等で発見した、不具合又は不良の箇所等については、予備品・部品の取替等で応急

処置を行うものとする。なお、応急処置が出来ない場合には、発注者と協議のうえ適切な

予防処置を講じてから復電すること。 

（５）服務規律 

・ 従事者に対し、業務を行うのに適した統一された服装及び名札を着用させ、業務の従

事者であることを明確にすること。 

・ 業務の履行を通じて知り得た業務上の情報を第三者に漏らしてはならない。また、こ

の契約の終了後においても同様とする。 

・ 常に整理整頓に心掛け、業務終了時は、速やかに業務に関係した箇所の後片付け及び

清掃を行わなければならない。 

（６）清掃及び仮設電源 

  ①受電設備等の清掃 

・ 電気室・発電機室及びキュ－ビクル内のほこり、砂、泥等を掃除機などで除去する。 

・ 母線、遮断器、碍子、端子盤等に付着したほこりを除去するとともに変圧器、開閉

器等の外面の汚れを拭き落とす。 

・ 受・配電盤の表面、開閉器等は乾いた布等で十分清掃を行う。 

②仮設電源供給 

・ 作業を行う各電気室内・通路等、必要な箇所に投光器又は同等の性能を有する照明設

備を仮設し、仮設発電機から電源供給を行うこと。 

    ・ 供給は作業終了までとするが、その際には指定技術者の了解を得ること。 

③必要とする機器の仮設電源 

・ 仮設電源を供給する機器は、発注者と協議すること。 

・ 電源を必要とする機器等へ電源供給を行う場合は、仮設発電機から電源供給を行うこ

と。 

・ 電源の供給は作業終了までとするが、その際には発注者及び指定技術者の了解を得る

こと。 

（７）低圧配電盤や分電盤に仮設電源を直接つなぎ込む場合の留意事項 

・ 仮設電源を低圧配電盤や分電盤の開閉器の２次側に直接つなぎ込む場合は、充電部分

が明確に分かるよう表示を行い、安全対策を講じること。 

    ・ 電源供給は、仮設の保護遮断器を介すこととし、供給前に必ず電圧を確認すること。 

（８）その他、本仕様書および後述の関係法令・基準等に定めのない事項について疑義が生じ

た場合は、発注者と協議のうえ、定めるものとする。 

 

６  遵守すべき法令・基準等 

本仕様書のほか、電気事業法等の法令、自家用電気工作物保安管理規程、建築保全業務共通
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仕様書及び公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編・施工の試験)の 新版を遵守したうえで

作業を行うこと。 

 

７  その他 

  
表7-1 添付図面一覧 

図面番号 名  称 縮 尺（A１版） 

E-2 案内図・配置図 1/300 

E-1 特記仕様書 － 

E-4 受変電設備単線結線図 － 

E-5 
受変設備外形図・配置図及び 

直流電源設備図 
1/30、1/50 

E-6 自家発電設備平断面図、配管系統図 1/60 

E-7 
自家発電設備仕様・単線結線図及び 

計算書 
－ 

E-10 幹線動力設備B2階平面図 1/200 

E-11 動力制御盤結線図（１） － 
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別表１ 

点検、測定及び試験の基準 

 

 

 

 

 

電気工作物 点検及び試験方法 
定期巡視

点検 

年次点検 

定期点検 精密点検 

受
電
設
備
（
含
む
、
一
次
受
電
施
設
） 

責任分界となる 

区分開閉器 

引き込み線等 

電線、支持物、ケーブル 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○※１  ○ 

継電器動作試験    ○※１  ○ 

継電器との結合動作試験    ○※１  ○ 

断路器 
外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○※１  ○ 

遮断器 

開閉器 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

動作試験    ○  ○ 

内部点検      ○ 

絶縁油の点検・試験      ○ 

電力ヒューズ 
外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

計器用変成器 
外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

変圧器 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

内部点検      ○ 

絶縁油の点検・試験      ○ 

電力用コンデンサー及び 

リアクトル 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

避雷器 
外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

母線 
外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

その他の高圧機器 
外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

配電盤 

制御回路 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

保護継電器動作特性試験      ○ 

継電器と遮断器等との連動

試験 
     ○ 

計器校正試験      ○ 

電圧、負荷電流測定  ○  ○  ○ 

受電設備の建物・室 

キュービクルの金属箱 
外観点検  ○  ○  ○ 

接地装置 
外観点検  ○  ○  ○ 

接地抵抗測定    ○※２  ○ 
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電気工作物 点検及び試験方法 
定期巡視

点検 

年次点検 

定期点検 精密点検 

配
電
設
備 

配電設備 

架空電線、支持物 

ケーブル 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

断路器、遮断器 

開閉器、変圧器 

計器用変成器 

電力用コンデンサー 

その他高圧機器 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

内部点検      ○ 

絶縁油の点検・試験      ○ 

継電器との連動試験   ○  ○ 

接地装置 
外観点検  ○  ○  ○ 

接地抵抗測定    ○※２  ○ 

非
常
用
予
備
発
電
設
備 

原動機 

付属装置 

外観点検  ○  ○  ○ 

始動試験  ○※３  ○※３  ○※３ 

機関保護継電器動作試験    ○※３  ○※３ 

発電機 

励磁装置 

接地装置 

外観点検   ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

接地抵抗測定    ○  ○ 

遮断器 

開閉器 

配電盤 

制御装置等 

外観点検   ○  ○  ○ 

保護継電器動作試験    ○  ○ 

保護継電器動作特性試験    ○  ○※３ 

制御装置試験   ○   ○※３ 

その他は受電設備に準じる 同左  同左   同左 

蓄
電
池
設
備 

本体 

外観点検  ○  ○  ○ 

液量点検  ○  ○  ○ 

電圧・比重測定    ○  ○ 

液温測定   ○   ○ 

充電装置 

付属装置 

接地装置 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

接地抵抗測定    ○※２  ○ 

電
気
使
用
場
所
の
設
備 

電動機類、電熱装置 

電気溶接機、 

照明装置 

配線、配電器具、 

その他の機器 

接地装置 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

接地抵抗測定    ○※２  ○ 

絶縁監視装置  ○     

漏洩電流測定  ○  ○  ○ 

漏電引外し試験    ○   

絶縁監視装置 

外観点検   ○  ○  ○ 

設定値確認・検知動作試験   ○  ○  ○ 

自動伝送試験   ○  ○  ○ 

設定値における誤差確認   ○  ○ 

 
注)(1)「外観点検」とは、主として目視により点検することをいう。 
  (2)※１を付した事項は、停電範囲により実施できないことがある。 
  (3)※２を付した事項は、過去の実績によりその一部または全部を省略することがある。 
  (4)※３を付した事項は、受注者が実施するほか、受注者の指導を受けて発注者が必要に応じて実施する。 
  (5)「絶縁監視装置」については、その装置の機種に応じた点検および試験を行う。 
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02 設備機器保守点検業務 参考仕様書 
 
１  業務の目的 

本業務は、片瀬海岸地下駐車場に設置された各種設備に対して、本仕様書および関係法令等

に従い点検等を行い、その結果を関係機関へ報告することで、当該設備を良好な状態に維持す

ることを目的とする。 

 

２  対象設備 

本業務における保守点検の対象設備は空調設備、給排水設備、中央監視制御装置および除塩

フィルター設備とし、各設備の明細は、表2-1～表2-4のとおりとする。 

 
表2-1 空調設備一覧 

名  称 型  式 規  格 台数 設置箇所 メーカー 

送風機 シロッコファン 斜流ダクトファ

ン 
24 添付図参照 荏原製作所 

誘引ファン 軸流ファン 

 

DPAC-220-50-S 

DPAC-150-50-S 
9  添付図参照 日本フレクト 

冷却ヒートポ

ンプエアコン
(ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ､

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ） 

屋外機 RCID-J36K2 

RCID-J36K2 

RCID-45K2 

1 

1 

2 

倉庫 (B1F) 

休憩室(B1F) 

管理事務室(B1F) 

 

日立空調システム 

※設備の設置箇所等の詳細については、別添図面を参照 
 

表2-2 給排水設備一覧 

名  称 型  式 規  格 台数 設置箇所 メーカー 

汚水槽 鉄筋コンクリート 実容量 7.8m3 

実容量 6.4m3 
1 

1 
添付図参照  

湧水槽 鉄筋コンクリート 実容量 136.4m3 

実容量 60.6m3 

実容量 107.8m3 

1 

1 

1 

添付図参照  

汚水ポンプ 水中ポンプ（汚物用） 100φ×

150L/min×

20mAq 

4 添付図参照  

湧水排水ポン

プ 

水中ポンプ（汚水用） 100φ×

690L/min×

20mAq 

6 添付図参照  

※設備の設置箇所等の詳細については、別添図面を参照 
 

表2-3 中央監視制御装置一覧 

名  称 型  式 規  格 台数 設置箇所 メーカー 

中央監視装置 WY2230A15011  1 管理事務室(B1F) 山武ビルシステム 

自動制御装置 WY-7210-IDC  1 管理事務室(B1F) 山武ビルシステム 

※設備の設置箇所等の詳細については、別添図面を参照 
 

表2-4 除塩フィルター設備一覧 

名  称 型  式 規  格 組数 設置箇所 メーカー 

塩害フィルタ

ー 

フィルター 

S9-2424-12F 

 
110 

給排気機械室

（B1,2F） 

日本エアフィルタ

ー 

オートロール

フィルター 

V-T♯22-108  大４巻 

小４巻 

給排気機械室

（B1,2F） 

日本エアフィルタ

ー 

サランネット

フィルター 

PPK-12X13H3  
96 

給排気機械室

（B1,2F） 

日本エアフィルタ

ー 

※設備の設置箇所等の詳細については、別添図面を参照 
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３  業務概要 

（１）空調設備 

各種設備に対する点検内容、点検周期は、表3-1～表3-3のうち、対象設備が該当する項目

とする。 

   なお、点検周期の表記は、次による 

・「６M」は、６月毎に行うものとする。 

・「１Y」は、１年毎に行うものとする。 

・「IN」は、シーズンイン点検：運転期間開始前に年1回行うものとする。 

・「ON」は、シーズンオン点検：運転期間中の適切な時期に年1回行うものとする。 

・「OFF」は、シーズンオフ点検：運転期間終了後に年1回行うものとする。 
 

①送風機・誘引ファン 
表3-1 送風機・誘引ファン 

点検項目 点検内容 点検周期 
１．基礎・固定部 

 

 

 

 

 

２．外観の状況 

 

 

 

３．電動機 

 

 

 

 

４．軸受 

 

５．Vベルト 

 

６．Vベルトカバー 

 

７．Vプーリ 

 

 

８．羽根車 

 

 

 

９．運転調整 

 

① 亀裂、沈下等の有無を点検する。 

② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 

③ 防振材の破損等の有無を点検する。 

④ 天井吊りの場合の脱落防止、吊り支持等の金具の緩み及び腐食の有無

を点検する。 

 

① 設置の状況を確認する。 

② 汚れの有無を点検する。 

③ 腐食及びボルトの緩みの有無を点検する。 

 

① 電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無を点検する。 

② 回転方向が正しいことを確認する。  

③ 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。  

④ 運転電流が、定格値以下であることを確認する。 

 

発熱、異常音及び異常振動の有無を点検する。 

 

緩み、摩耗、損傷等の有無を点検する。 

 

変形、損傷等の有無を点検する。 

 

① 摩耗、損傷等の有無を点検する。  

② 芯だしの良否を点検する。 

 

① 汚れ、変形、腐食等の有無を点検する。  

② ボルトの緩みの有無を点検する。  

③ ケーシング等に接触していないことを確認する。 

 

① 運転時における電圧変動が規定値内であることを確認する。 

② 運転電流が定格以下であることを確認する。 

１Y 

６M 

６M 

６M 

 

 

６M 

６M 

６M 

 

６M 

１Y 

６M 

６M 

 

６M 

 

６M 

 

６M 

 

６M 

６M 

 

１Y 

１Y 

１Y 

 

１Y 

１Y 

 

②ヒートポンプユニット  
表3-2 ヒートポンプユニット 

点検項目 点検内容 点検周期 
１．基礎・固定部 

 

 

 

 

２．外観の状況 

(1)本体 

 

(2)保冷材 

 

３．内部の状況 

(1)熱交換器 

 

４．付属品 

(1)温度計・圧力計 

 

① 亀裂、沈下等の有無を点検する。  

② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。  

③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。 

④ 取付け状態を点検する。 

 

 

腐食、変形、破損等の有無を点検する。  

 

損傷及び脱落の有無を点検する。 

 

 

フィンコイルの汚れ、損傷等の有無を点検する。 

 

 

① 正常値を指示していることを確認する。  

② 取付け部等の漏れの有無を点検する。  

IN、OFF 

IN、OFF 

IN、OFF 

ON 

 

 

IN、ON、OFF 

 

IN、ON、OFF 

 

 

IN、OFF 

 

 

IN、ON 

IN、ON 
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(2)安全弁 

 

５．電気系統 

(1)冷暖房切替 

 

(2)操作回路・電動機 

  回路・ヒーター回路 

 

(3)端子 

 

(4)クランクケースヒータ 

 

 

 

(5)操作盤 

 

(6)電磁開閉器 

 

(7)接地 

 

６．保安装置 

(1)圧力開閉器 

 

(2)吐出ガス温度サーモ 

 

(3)断水リレー 

 

(4)インターロック 

 

（5）冷水凍結防止サーモス

タット 

 

（6）可溶栓 

 

７．冷媒系統 

 

 

８．潤滑油系統 

 

９．水系統 

(1)冷温水 

 

(2)弁 

 

(3)排水 

 

(4)ドレンパン 

１０．送風機 

(1)Vベルト 

 

(2)軸受 

 

(3)羽根車 

 

１１．運転調整 

(1)プロペラファン 

 

(2)音・振動 

 

(3)電源電圧・電流 

 

 

(4)冷媒ガス 

 

 

(5)冷凍機油 

 

③ 汚れ及び損傷の有無を点検する。 

 

漏れの有無及び作動の良否を点検する。 

 

 

冷房又は暖房切換えスイッチ及び四路切換弁の作動の良否を点検する。 

 

電動機回路、ヒーター回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 

 

 

緩み、変色及び破損の有無を点検する。 

 

① 温度の異常の有無を点検する。  

② 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 

③通電状態及び発熱状態に異常のないことを確認する。 

 

盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無を点検する。 

 

異常音及び劣化の有無を点検する。 

 

接地線及び接地端子の接続状況を確認する。 

 

 

設定値で作動することを確認する。 

 

作動の良否を点検する。 

 

作動の良否を確認する。 

 

作動の良否を確認する。 

 

作動の良否を点検する。 

 

 

変形、破損等の有無を点検する。 

 

① ガス漏れの有無を点検する。  

② 配管の損傷、接触、摩耗及び腐食の有無を点検する。 

 

油の汚れの有無及び油量の適否を点検する。 

 

 

漏れの有無、水質及び流量を点検する。 

 

開閉の良否を点検する。 

 

通水試験を行い、流れに支障がないことを確認する。 

 

汚れ及び腐食の有無を点検する。 

 

摩耗、緩み及び損傷の有無を点検する。 

 

異常音及び異常振動の有無を点検する。 

 

損傷、振動等の有無を点検する。 

 

 

回転方向が正しいことを確認する。 

 

異常のないことを確認する。 

 

① 運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることを確認する。 

② 主電流、圧縮機電流及び送風機電流が規定値内にあることを確認する。 

 

高圧側及び低圧側の圧力、温度等の冷媒ガスの状態を把握するために必要

な計測を行い、その値が許容範囲内にあることを確認する。 

 

油圧、温度等を計測し、その値が許容範囲内にあることを確認する。 

 

IN、ON、OFF 

 

IN、ON 

 

 

IN、OFF 

 

IN、OFF 

 

 

IN、ON、OFF 

 

IN、OFF 

IN、OFF 

ON 

 

IN、ON、OFF 

 

IN、OFF 

 

IN 

 

 

IN 

 

IN 

 

IN 

 

IN 

 

IN 

 

 

IN 

 

IN、ON、OFF 

IN、ON、OFF 

 

IN、ON、OFF 

 

 

IN、ON、OFF 

 

IN、ON、OFF 

 

IN、ON、OFF 

 

ON,OFF 

 

IN、ON、OFF 

 

IN、ON、OFF 

 

IN、ON、OFF 

 

 

IN、ON 

 

IN、ON 

 

IN、ON 

IN、ON 

 

IN、ON 

 

 

IN、ON 
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(6)熱交換状況 

 

 

(7)自動制御 

 

１２．除霜装置 

冷媒、冷却風、冷水又は温水の温度等を点検し、熱交換状況が正常であるこ

とを確認する。 

 

温度、圧力、容量及びタイマー制御が設定値で作動することを確認する。 

 

暖房運転時の場合は、作動の良否を点検する。 

IN、ON 

 

 

IN、ON 

 

IN、ON 

 

③ファンコイルユニット 
   表3-3 ファンコイルユニット 

点検項目 点検内容 点検周期 
１．外観の状況  

(1)本体 

 

 

(2)保温材・吸音材 

 

(3)吹出口 

 

２．送風機 

(1)羽根車 

 

 

(2)電動機 

 

 

 

３．熱交換器 

 

 

４．排水系統 

(1)ドレンパン 

 

(2)ドレン排水 

 

５．エアフィルター 

(1)ろ材 

 

(2)枠 

 

６．電装部品 

(1)電気配線 

 

(2)接続端子 

 

(3)操作スイッチ、運転表示灯 

 

 

 

７．弁類 

 

 

① 腐食、変形、破損等の有無を点検する。 

② 固定金具、固定ボルトの緩み、変形、腐食等の有無を点検する。 

 

損傷及び脱落の有無を点検する。 

 

汚れ、破損等の有無を点検する。 

 

 

① 汚れ及びさび、腐食、変形等の有無を点検する。 

② 回転バランスの良否を点検する。 

 

① 異常音、異常振動等の有無を点検する。 

② 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 

③ 回転がスムーズであることを確認する。 

 

① 冷温水コイルの破損及び腐食の有無を点検する。 

② フィンの汚れ及び目詰まりの有無を点検する。 

 

 

汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。 

 

本体のドレン排水確認を行い、詰まりのないことを確認する。 

 

 

汚れ、損傷等の有無を点検する。 

 

変形、腐食等の有無を点検する。 

 

 

損傷、過熱等の有無を点検する。 

 

端子接続の緩みの有無を点検する。 

 

① 損傷、破損等の有無を点検する。 

② 表示灯の点灯状態を点検する。 

③ 風量切替え等の作動の良否を点検する。 

 

① 損傷及び破損の有無を点検する。 

② エア抜き弁の良否を点検する。 

 

IN 

IN 

 

IN 

 

IN 

 

 

IN 

IN 

 

IN 

IN 

IN 

 

IN 

IN 

 

 

IN 

 

IN 

 

 

IN 

 

IN 

 

 

IN 

 

IN 

 

IN 

IN 

IN 

 

IN 

IN 

 

（２）給排水設備 

各種設備に対する点検内容、点検周期は表3-4～表3-5のうち、対象設備が該当する項目と

する。 

   なお、点検周期の表記は、次による 

・「６M」は、６月毎に行うものとする。 

・「１Y」は、１年毎に行うものとする。 

 

  ※清掃により発生した産業廃棄物の適正処理について 

・ 産業廃棄物の処分量は重量計測したのちに処分先へ引き渡すこと。また、処分先に

引渡しが終了した後、マニフェスト伝票を提出すること。 

   ・ 収集運搬車両には許可証の写しを携帯すること。 

   ・ 汚泥の運搬には、蓋付箱型ダンプトラック等その性状に応じた車両を使用すること。 
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①汚水槽・湧水槽 

・ 「下水道法」、「下水道法施行令」、「下水道法施行規則」、「建築物における衛生的環

境の確保に関する法律」、「同法に基づく厚生労働省告示」、「各地方条例」等の関係法令

を遵守し適切に実施する。 

・保守には水槽内部の清掃も含むものとする。 

・清掃は、排水の質、量及び水槽の容量等に応じ、６月以内ごとに１回以上行う。 

・清掃作業は、次による。 

 (1) 水槽内の汚水及び残留物質を確実に槽外に排除する。 

(2) 流入管に付着した物質並びに排水管及び通気管の内部の異物を除去し、必要に応じ、消

毒等を行う。 

・  清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「下

水道法」等の規定に基づき、適切に処理する。 

・  清掃終了後、水張りを行い、水位の低下の有無を調べ、漏水のないことを確認する。 
 

表3-4 汚水槽・湧水槽 

点検項目 点検内容 点検周期 
１．本体  

 

 

 

 

２．水面制御及び警報装置

（フロートスイッチ、レベルスイ

ッチ、電極棒） 

 

３．配管 

 

 

 

 

① 排水漏れの有無を点検する。 

② 内部の浮遊物及び沈殿物の状況を点検する。 

③ 漏水及び壁面等の損傷、き裂、さび等の有無を点検する。 

④ マンホールの密閉状態の良否を点検する。 

 

① 損傷及び腐食の有無を点検する。  

② 作動の良否を点検する。 

 

 

① 水漏れ及び詰まりの有無を点検する。  

② さび、腐食、損傷等の有無を点検する。  

③ 配管接続部の変形、腐食、損傷等の有無を点検する。  

④ 配管固定部の変形、腐食、損傷等の有無を点検する。  

⑤ 防虫網の目詰まり、さび、腐食、損傷等の有無を点検する。 

６M 

６M 

６M 

６M 

 

６M 

６M 

 

 

６M 

６M 

６M 

６M 

６M 

 
②排水ポンプ（汚水ポンプ・湧水排水ポンプ） 

 
表3-5 排水ポンプ（汚水ポンプ・湧水排水ポンプ） 

点検項目 点検内容 点検周期 
１．本体・着脱装置・ガイド部  

 

 

２．電動機 

 

 

 

 

３．ケーブル 

 

 

４．連成計又は圧力計 

 

 

５．運転調整 

 

①設置の状況を確認する。 

②腐食、損傷等の有無を点検する。 

 

① 電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無を点検する。 

② 回転方向が正しいことを確認する。  

③ 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。  

④ 運転電流が、定格値以下であることを確認する。 

 

① 損傷等の有無を点検する。 

② 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 

 

① 腐食、損傷等の有無を点検する。  

② 正常値を示していることを確認する。 

 

① 運転時における電圧変動が規定値内であることを確認する。 

② 運転電流が定格以下であることを確認する｡ 

１Y 

１Y 

 

６M 

１Y 

６M 

６M 

 

１Y 

６M 

 

１Y 

１Y 

 

１Y 

１Y 

 

（３）中央監視制御装置 

各種設備に対する点検内容、点検周期は、表3-6～表3-8のうち、対象設備が該当する項目

とする。 

   なお、点検周期の表記は、次による。 

・「６M」は、６月毎に行うものとする。 

・「１Y」は、１年毎に行うものとする。 
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 ①中央監視制御装置 

 
表3-6 中央監視制御装置 

点検項目 点検内容 点検周期 

１．外観 

 

 

 

 

 

 

２．中央処理装置類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．監視操作装置等 

(1)表示装置 

 

 

 

(2)表示操作パネル 

 

４．伝送装置 

 

 

 

 

 

５．記録装置 

(1)ラインプリンタ、ロギングプ

リンタ等 

 

 

 

 

(2)ハードコピー装置 

 

 

 

 

 

６．各装置の電源 

 

① 据付けボルトの緩みの有無を点検する。  

② 換気ファンの動作確認を行い、異常音等の有無を点検する。 

③ 操作パネルのスイッチ類及び表示部の機能を点検する。  

④ エアフィルターの状態を点検する。  

⑤ 汚れ、損傷及びさびの有無を点検する。  

⑥ 卓上機器の置台は固定金具を点検する。 

 

① 外部記憶装置等の異常の有無を点検し、ヘッドを有するものはその部分

を清掃する。 

② 下記項目の動作を機能点検又はテストプログラムにより確認する。 

・ ＣＰＵ機能、メモリー 

・ ハードディスク等 

・ 入出力制御、回線制御アダプタ 

・ インターフェース装置 

③ 故障表示（LED等）及びブザー鳴動の動作を確認する。  

④ システムの構成情報や設定情報の保存を行う。 

⑤ 記憶装置等の異常音及び異常振動の有無を点検する。  

⑥ コネクタ類の差し込み部を確認する。また、プリント板等の表面を清掃する 

⑦ 蓄積された履歴情報を保存する。 

 

 

① 各部清掃、画面表示性能の確認、キーボード（ライトペン、マウス、タッチ

パネル等）の機能点検又はテストプログラムにより動作を確認する。 

② 表示装置が取付け器具にて固定されていることを確認する。 

 

グラフィックパネル等を清掃し、表示灯及び操作スイッチ類の機能を点検する 

 

① 入出力動作を確認する。  

② 入出力端子のケーブル等の締付け状態及び電源電圧を確認する。 

③ 入出力動作試験は、全ポイントの動作確認及び調整を行う。（表4－7参照 

④ 垂直自立型の伝送装置の固定ボルトを点検する。  

⑤ システムの構成情報や設定情報を保存する。 

 

 

① 各部清掃、注油、紙送り機構及び印刷機構の点検調整並びにテストプロ

グラムによる動作確認を行う。 

② 監視状態での印字位置、ミシン目スキップ及び色切換え等の確認を行う。 

③ 固定器具又はゴムマット等にて、転倒等の防止処置がされていることを確

認する。 

 

① 各機構部の清掃、注油、制御回路、オフラインテスト、オンラインテスト及

び機構部の点検調整を行う。 

② 監視状態での印画位置、色あい等の確認を行う。  

③ 固定器具又はゴムマット等にて、転倒等の防止処置がされていることを確

認する。 

 

① 電源電圧（入力電圧、出力電圧）を確認する。  

② 蓄電池の充電状態をテスタ等により確認する。 

③ メモリー用バックアップ電池の寿命を確認する。 

１Y 

６M 

６M 

６M 

１Y 

１Y 

 

１Y 

 

６M 

 

 

 

 

６M 

６M 

６M 

１Y 

６M 

 

 

１Y 

 

１Y 

 

６M 

 

１Y 

１Y 

１Y 

１Y 

６M 

 

 

１Y 

 

６M 

１Y 

 

 

１Y 

 

６M 

１Y 

 

 

１Y 

６M 

６M 

 

表3-7 入出力動作試験ポイント数一覧 

 機    器    名    称 ポイント数 点検回数 延回数 

発停ポイント 139  個 1 回 139  回 

状態・警報ポイント 354  個 1 回 354  回 

計測ポイント 10  個 1 回 10  回 

積算ポイント 3  個 1 回 3  回 
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②自動制御装置 
表3-8 自動制御装置（デジタル式） 

点検項目 点検内容 点検周期 
１．調節器 

(1)清掃 

 

(2)端子 

 

(3)供給電源電圧・制御用電

源電圧 

 

(4)基本機能 

 

 

(5)付加機能 

 

 

 

(6)メモリー保護機能 

 

(7)通信機能 

 

 

 

２．変換器 

(1)清掃 

 

(2)端子 

 

(3)伝送電源電圧 

 

(4)指示値又は実出力値 

 

 

 

３．検出器 

(1)清掃 

 

(2)端子 

 

(3)伝送電源電圧 

 

(4)出力値又は指示値 

 

４．各制御ループの動作確

認 

 

 

 

 

外部及び内部の清掃を行う。 

 

配線接続部の緩みの有無を点検する。 

 

電圧の変動が規定の許容範囲内にあることを確認する。 

 

 

比例帯、積分及び微分時間並びに各設定値が 適値に収まっており、

かつ安定していることを確認する。 

 

① イベント及びアラーム出力の作動並びに表示ランプの点灯の良否

を点検する。 

② 補助出力の作動の良否を点検する。 

 

バックアップバッテリーの確認及び異常の有無を点検する。 

 

中央監視制御装置と接続されている場合は、正しく通信されているこ

とを確認する。 

 

 

 

外部及び内部の清掃を行う。 

 

配線接続部の緩みの有無を点検する。 

 

電圧の変動が規定の許容範囲内にあることを確認する。 

 

① 模擬の入力により指示値が規定の精度内にあることを確認する。 

② データ設定器より出力を変化させた場合の実出力値が規定の精度

内にあることを確認する。 

 

 

外部及び内部の清掃を行う。 

 

配線接続部の緩みの有無を点検する。 

 

電圧の変動が規定の許容範囲内にあることを確認する。 

 

出力値又は指示値が規定の精度内にあることを確認する。 

 

① 検出器～変換器～調節器～変換器～操作器における一連の動作を

確認する。 

② 制御設定値が制御動作に適合していることを確認する。 

③ 対象となる設備機器の起動時・停止時の連動動作の確認を行う。ま

た、停止時には制御弁等のインターロック動作確認を行う。 

 

１Y 

 

１Y 

 

１Y 

 

 

１Y 

 

 

１Y 

 

１Y 

 

１Y 

 

１Y 

 

 

 

 

１Y 

 

１Y 

 

１Y 

 

１Y 

１Y 

 

 

 

１Y 

 

１Y 

 

１Y 

 

１Y 

 

１Y 

 

１Y 

１Y 

 

 

（４）除塩フィルター交換 

  ・サランネットフィルターは年４回の交換とする。 

  ・塩害防止フィルターは年２回の交換とする。 

  ・各種フィルターの仕様及び作業内容は下記のとおりとする。 

ア  サランネットフィルター 

(1)設備概要 

形  式：TPK-12X13X3 

サイズ：610×610×11mm 

数 量：96枚 

     (2)作業内容（年４回） 

① 使用済み製品の取り外し 

② 洗浄済み製品（現場納入品）の取付 

③ 使用済み製品の引き取り、洗浄作業を実施し再度搬入 

④ 取り付け状況の調整 
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イ  除塩フィルター、オートロールフィルター交換 

(1)設備概要 

① 除塩フィルター 

      S9-2424-12F        110枚 

② オートロールフィルター 

V-J♯６ 大         ４巻 

V-J♯５ 小         ４巻 

     (2)作業内容（年２回、55枚/回） 

① 使用済み製品の取り外し、処分（マニフェストを提出） 

② 未使用製品（現場納入品）の取付 

③ 取り替えに伴う製作及び納品 

④ 取り付け状況の調整 

 
４  留意事項 

・  本作業に先立ち、業務を適正に実施するため必要な事項を記載した作業体制表・作業工

程表及び作業手順書等の業務計画書を事前に提出し、発注者の承認を受けた後、着工する

こと。 

・  保守点検が完了した際は、点検写真等を添付した保守点検報告書を作成し、発注者へ提

出する。 

・   作業中に既存建物及び工作物等に対して損傷を生じさせないように養生を施すものとし、

損傷を与えた場合は、受託者の責任において原形復旧するものとする。ただし、受託者の

責に帰さない事由による損害は除く。 

・  従事者に対し、業務を行うのに適した統一された服装及び名札を着用させ、業務の従事

者であることを明確にすること。 

・  業務の履行を通じて知り得た業務上の情報を第三者に漏らしてはならない。また、この

契約の終了後においても同様とする。 

・  常に整理整頓に心掛け、業務終了時は、速やかに業務に関係した箇所の後片付け及び清

掃を行わなければならない。 

・  補修及び修理等で、材料を伴わない軽微なものについては、点検中に対応を行うものと

する。 

・  点検等で発見した、不具合又は不良の箇所等については、予備品・部品の取替等で応急

処置を行うものとする。なお、応急処置が出来ない場合には、発注者と協議のうえ適切な

予防処置を講じること。 

・  応急処置を行ううえで必要となる次の事項については、受注者の負担で実施する。 

①ヒューズ、リレー類の簡易部品及びその取替工賃。 

②ランプ、スイッチ類の簡易部品及びその取替工賃。 

③その他油脂類の注油や簡易な部品及びその取替工賃。 

・  その他、本仕様書および後述の関係法令・基準等に定めのない事項について疑義が生じ

た場合は、発注者と協議のうえ、定めるものとする。 

 

５  遵守すべき法令・基準等 

本仕様書のほか、建築基準法等の法令、建築保全業務共通仕様書の 新版を遵守して作業を

行うこと。 

 

６  その他 

 

表6-1 添付図面一覧 

図面番号 名  称 縮 尺（A１版） 

E-2 案内図・配置図 1/300 

M-4 空気調和換気設備 機器表(1) － 
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M-5 空気調和換気設備 機器表(2) － 

M-6 空気調和設備 地下１階平面図 1/200 

M-9 換気排煙設備 地下１階平面図 1/200 

M-10 換気排煙設備 地下２階平面図 1/200 

M-11 換気排煙設備 平面詳細図(1) 1/50 

M-12 換気排煙設備 平面詳細図(2) 1/50 

M-13 換気排煙設備 平面詳細図(3) 1/50 

M-14 換気排煙設備 断面図 1/50 

M-24 給排水衛生設備 機器表・器具表 － 

M-26 給排水衛生設備 地上階平面図 1/200 

M-27 給排水衛生設備 地下１階平面図 1/200 

M-28 給排水衛生設備 地下２階平面図 1/200 

M-29 給排水衛生設備 詳細図(1) 1/50 

M-30 給排水衛生設備 詳細図(2) 1/50 

E-24 
監視制御設備仕様・姿図・ 

システムブロック図 
－ 

E-25 
監視制御設備 入出力表及び 

システム系統図 
－ 

E-26 監視制御設備 入出力表 － 

E-27 総合監視盤姿図及び配置図 1/20、1/50 
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